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損害防止サーキュラー No.02-08 
 
On-load 離脱装置による救命艇の事故 
 
 
過去20年にわたり、法定救命艇訓練中の事故は乗組員の安全に関する議論において進行中の問題である

。 

このサーキュラーは本船上でこの問題をどう扱うかについての一般的なアドバイスを提供する。 

 

背景 
救命艇の事故は1986年6月1日以降に建造された全ての船舶にIMO規則の下で法定装備が義務付けられて

いる救命艇のHookのOn-load 

離脱機能に関係している。この日付以前に建造された船舶上では救命艇が完全に水面に浮かばない限り、

外すことができない一般的なOff-load hookであった。 

 

事故の数と死亡や負傷する人間の数が数百にいたる。しかし合計の数字には公式な記録がなく、こうした記

録の欠如は規則の規定者たちが状況を変更しない理由の一つであるかもしれない。ボートダビット進水式救

命艇の問題が解決しない限り、船員の信頼は狭められていくこととなる。 

 

Gardは多年にわたってOn-load離脱装置について警告しており、2007年10月にはFlag 

Stateの代表、救命艇製造者、P&I 

Club、船級協会や他の様々な国際的な組織が出席するコンファレンスのホストを務めた。 

このコンファレンスのため、我々は1992年―2007年にわたるGardの事故記録を見直した。 

計37の事故、13人が死亡し、87人が負傷という結果がこの期間の記録にあった。 

付け加えるならば、負傷等がなく、P&Iクラブへの通告がなされていない事故もあり得る。 

 

2007年Gardは1人死亡、6人負傷となった2つの事故を記録している。 

本船上での他のタイプの事故に比べて、Gardに加入している6,200隻という数字に関していえば、これらの数

字は小さいものであると考える人もいるかもしれない。ジレンマは、しかし、救命艇の事故は通常の業務環境

の中では起きえず、本船の救命機材で法定訓練の実施中におきるということである。 

救命艇による多くの事故ゆえに、IMO規則はもはや、人々を救命艇の昇降時に救命艇上に置くことを要求し

ていない。乗組員は救命艇進水後、救命艇梯子や港内通船といった他の手段によって艇上に乗艇しうる。 

 

On-load離脱装置の事故は不十分な整備、知識の不足あるいは貧弱な設計によっておきている。 

Off-LoadとOn-

Loadの双方の能力を備えたhookに対するIMOの要件を満そうとするならば、整備は困難であり、と人為的な

ミスを生じやすいことが証明されている。 

 

一般的なアドバイス 
Onload離脱装置の問題への高まる注目ゆえに、我々は組合員からどうすべきかという多くの質問を受けてい

る。Gardは特定の製造業者を推挙することはできないが、以下のいくつかの一般的なアドバイスを提供する

。 

 

１－救命艇に設備されているHookを離脱するシステムの型式を知ることが重要である。 

  

この種の重要なものを標準化することは陸上産業においては当然であるが、昨秋Gardのコンファレンスにお

いては72もの異なるシステムが使用され、その数がなお増加しているということが明らかにされた。 
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２－艇上でのHook離脱システム操作方法についてのマニュアル、インストラクションが明確で正しいものであ

ること、これらが乗組員にすぐに利用できるようになっていることを確実にすること。 

救命艇の離脱ギアを操作する者は、その特定のシステムについて訓練されていることを確実にすること。 

 

3－本船の特定のHookシステムの操作に訓練されていない者にその操作をさせてはならない。 

もし乗組員がシステムの操作に慣れていないのであれば、彼らに特定の訓練を施すか、その特定のシステ

ムの専門家に本船上で訓練を実施するよう求めることである。 

今日まで、ほとんどの船員はその教育期間中に救命艇の進水について法定の陸上訓練を受けているに過ぎ

ないし、本船上で見られる離脱装置とまったく同じもので訓練されていることはほとんどない。 

 

４－救命艇のメンテナンスを 優先とすること。Hook離脱システムにて作業を行う前にはボートダビットへの

艇を固定するために強度のある釣下げようのpendantを使用すること。 

例えばAustralia Maritime Safety Authority 

(AMSA)は彼らの検査員が救命艇に乗り込む前にこのような固縛を行うよう要求している。Hook離脱システム

の整備のため、製造業者あるいは彼らによって認定されたサービス要員を従事させる。 

 

5－Hook離脱システムが十分に整備されており、本船上の乗組員がシステムのメカニズムと人為的なミスに

よるリスクを理解しているということが判断できないのならば、救命艇の昇降時は艇上に人間を配置しない。 

IMO規則は艇の合計荷重で艇が離脱可能であるようなHookシステムの要求している。 

しかし、もし艇が海面に着水する前に離脱されたのならば、艇上の人間は負傷するかもしれないし、死亡に

いたるかもしれない。 

 

６－新造船であれば自由落下型の救命艇を考慮するべきである。もしDavit進水型救命艇が選ばれるならば

現状において有効なHook離脱システムを見直し、 も安全なシステムの利用を主張することである。 

 

まとめ 
20年の事故から多くのことが得られており、そして今日、市場にはHookの第一世代より数段安全であるOn-

load離脱装置がある。われわれは古いHookシステムは新しい改良デザインに取り替えるように提案する。 

 

近代On-

load離脱hookシステムでの救命艇は依然として水面上に降下する前に事故で外れてしまう可能性があり、全

ての船主や管理者がこの問題をそれぞれの会社内でとりあげ、そのフリートで用いられている特定のHookシ

ステムについて十分な訓練が乗組員に確実に提供されることをGardは強く勧告する。 

 

IMOの設計や装備のSub-

Committeeは救命艇の事故の問題を論議しており、2008年2月18日にボンにおいて会合が行われる。この重

要な会合が事故や負傷の発生数を減少する新規則にいたることが望まれる。 
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